
 

制定日 平成18年４月１日 

最近改正 令和７年２月28日 

大阪市公衆衛生活動事業補助金交付要綱 

（趣旨） 

第１条 この要綱は、大阪市補助金等交付規則（平成18年大阪市規則第７号。以下「規則」とい      

う。）に定めるもののほか、大阪市公衆衛生活動事業補助金の交付について必要な事項を

定めるものとする。 

 

（交付の目的） 

第２条 大阪市公衆衛生活動事業補助金（以下「補助金」という。）は、市民の健康寿命の延伸と

健康格差の縮小に向けて、医師による三次予防（疾病が発症した後、必要な治療を受け、

機能の維持･回復を図ることをいう。以下同じ。）の普及啓発を図るための事業に対しその経

費の一部を補助することにより本市の公衆衛生の向上に寄与することを目的とする。 

 

（補助の対象者） 

第３条 補助の交付対象者は、次条に定める事業を行う者とする。 

                     

（補助の対象） 

第４条 補助金の交付対象となる事業（以下「補助事業」という。）は、一の区の区域を対象として

当該区域の地域医療に従事する医師が三次予防の普及啓発を目的として実施する、別表

１の補助事業欄に掲げる事業とする。  

２ 補助金の交付対象となる経費（以下「補助対象経費」という。）は、補助事業に係る経費の

うち、別表１の補助対象経費欄に掲げる経費とする。 

３ 前２項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する事業は、補助金の交付対象

としない。 



 

（1） 本市の実施する公衆衛生活動を含むイベント事業として行う事業。ただし、実行委員

会形式など団体等も主催の立場で、かつ当該イベント事業に参加する他団体等と同様

の人的負担等を負って事業を実施したうえで、別途場所を設け、経費が明確に区別でき

る補助対象事業を実施する場合はこの限りではない。 

（２） 他の制度による補助金の交付を受けている、又は交付の対象となる事業（ただし、別

事業とみなしうる場合はこの限りではない。） 

（３） 営利を目的とする事業 

（４） 宗教の教義を広め、儀式行事を行い、及び信者を強化育成することを主たる目的とす

る事業 

（５） 政治上の主義を推進し、支持し、又はこれに反対することを主たる目的とする事業 

（６） 特定の公職（公職選挙法（昭和25年法律第100号）第3条に規定する公職をいう。以下

同じ。）の候補者（当該候補者になろうとする者を含む。）若しくは公職にある者又は政党

を推薦し、支持し、又はこれらに反対することを目的とする事業 

 

（補助金の額） 

第５条 補助金の額は、別表１の補助金額欄に掲げる金額とし、市長は、本市の当該年度の予算

の範囲内で補助金を交付するものとする。 

 

（交付申請） 

第６条 補助金の交付を受けようとする者（以下「申請者」という。）は、規則第４条各号に掲げる 

事項を記載した「大阪市公衆衛生活動事業補助金交付申請書〔様式第１号〕」を事業開始

日の30日前までに市長に提出しなければならない。 

２ 申請者は、補助金の交付決定前に事業を実施した場合は、補助金の交付を受けることが

できない。ただし、事業の遂行上やむを得ない事由により補助金交付決定前の事業開始を

市長が認める場合は、この限りでない。 



 

３ 第１項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。 

（1） 事業計画書〔様式第１－２号〕 

（2） 事業収支予算書〔様式第１－３号〕 

４ 一事業者が行う補助金交付申請は、一の区につき一回に限る。 

  

（交付決定） 

第７条 市長は、補助金の交付の申請があったときは、当該申請書に係る書類の審査、必要に応

じて行う現地調査等により、法令等に違反しないかどうか、補助事業の目的、内容等が適切

であるかどうか及び金額の算定に誤りがないかどうかを調査し、補助金の交付の決定をした

ときは、「大阪市公衆衛生活動事業補助金交付決定通知書〔様式第２号〕」により通知する

ものとする。 

２ 市長は、前項の調査の結果、補助金を交付することが不適当であると認めたときは、理由

を付して、「大阪市公衆衛生活動事業補助金不交付決定通知書〔様式第３号〕」により通知

するものとする。 

３ 市長は、申請到達から 30 日以内に当該申請に係る補助金の交付の決定又は補助金を

交付しない旨の決定をするものとする。 

  

（申請の取下げ） 

第８条 前条第１項の規定により交付の決定を受けた者（以下「補助事業者」という。）は、当該通

知の内容又は規則第 7 条第１項の規定によりこれに付された条件に不服があり申請を取り

下げようとするときは、「大阪市公衆衛生活動事業補助金交付申請取下書〔様式第４号〕」に

より申請の取下げを行うことができる。 

２ 申請の取下げをすることができる期間は、交付決定通知書を受けた日の翌日から起算し

て 10日とする。 

 



 

（交付の時期等） 

第９条 市長は、補助事業の完了後、第15条の規定による補助金の額の確定を経た後に、「大阪

市公衆衛生活動事業補助金交付請求書〔様式第5号〕」により請求を受けた日から30日以

内に当該請求に係る補助金を交付するものとする。  

 

（補助事業の変更等） 

第10条 補助事業者は、補助事業の内容等の変更（軽微な変更を除く。）をしようとするときは、事

業開始の 30日前までに「大阪市公衆衛生活動事業補助金補助事業変更承認申請書〔様

式第６号〕」を、補助事業を中止又は廃止しようとするときは、「大阪市公衆衛生活動事業

補助金補助事業中止・廃止承認申請書〔様式第８号〕」を市長に対し提出し承認を受けな

ければならない。 

２ 前項の軽微な変更は事業計画書の具体的な事業内容に影響を及ぼすことがない、事業

費の変更とする。ただし、補助事業の目的に変更及び補助金の交付額の増額の無い場合

に限る。 

３ 市長は第1項の申請があったときは、当該申請に係る審査その他必要に応じて現地調査

等を行い、補助事業変更が適当と認める場合は、「大阪市公衆衛生活動事業補助金変更

承認決定通知書〔様式第７号〕」により、補助事業の中止又は廃止が適当と認められる場合

は「大阪市公衆衛生活動事業補助金中止・廃止承認決定通知書〔様式第９号〕」により、そ

れぞれその旨を補助事業者に通知するものとする。 

４ 市長は前項の調査の結果、補助事業変更が不適当であると認めたときは、理由を付して、

「大阪市公衆衛生活動事業補助金変更不承認決定通知書〔様式第10号〕」により補助事業

者に通知するものとする。 

 

（事情変更による決定の取消し等） 

第11条 市長は、補助金の交付の決定をした場合において、その後の事情変更により特別の必要



 

が生じたときは、補助金の交付の決定の全部若しくは一部を取消し、又はその決定の内容

若しくはこれに付した条件を変更することができる。 

２ 前項の取消し又は変更を行った場合においては、市長は、「大阪市公衆衛生活動事業

補助金事情変更による交付決定取消・変更通知書〔様式第 11号〕」により通知するものとす

る。 

３ 市長は、補助金の交付の決定の取消し又は変更により特別に必要となった次に掲げる経

費に限り、補助金を交付することができる。 

（１） 補助事業に係る機械器具及び仮設物の撤去その他の残務処理に要する経費 

（２） 補助事業を行うため締結した契約の解除により必要となった賠償金の支払に要する 

経費 

４ 第４条から前条までの規定は、前項の規定による補助金の交付について準用する。 

 

（補助事業等の適正な遂行） 

第12条 補助事業者は、補助金を他の用途へ使用してはならない。 

      

（立入検査等） 

第13条 市長は、補助金の適正な執行を期するため、必要があると認めたときは、補助事業者に                                                    

対して報告を求め、職員が事務所等に立ち入り、帳簿書類その他の物件を検査させ、若し

くは関係者に対して質問させることができる。 

 

（実績報告） 

第14条 補助事業者は、補助事業が完了したとき（補助事業等が継続して行われている場合には

各年度の末日）、若しくは補助事業の中止又は廃止の承認を受けたときは、「大阪市公衆

衛生活動事業補助金実績報告書〔様式第 12号〕」に規則第 14条に掲げる事項を記載し、

市長に提出しなければならない。 



 

２ 前項の報告書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。 

（１） 補助金の交付決定額とその精算額 

（２） 事業収支決算書〔様式第 12－2号〕 

（３） 補助事業の実績 

（アンケート等により補助事業の効果が検証できるもの）〔様式第 12－3号〕 

（４） 事業従事した医師に係る医師免許証の写し 

（５） 事業実施に係る経費の支出を確認できる領収書等の写し 

 

（補助金の額の確定等） 

第15条 市長は、前条第１項の規定による実績報告書の提出を受けたときは、報告書等の書類の

審査により、当該報告に係る補助事業の成果が補助金の交付決定の内容及びこれに付し

た条件に適合するものであるかどうかを調査し、適合すると認めたときは、交付すべき補助

金の額を確定し、「大阪市公衆衛生活動事業補助金額確定通知書〔様式第13号〕」により

通知するものとする。 

 

（決定の取消し） 

第16条 規則第17条第３項の規定による通知においては、市長は「大阪市公衆衛生活動事業補

助金交付決定取消通知書〔様式第14号〕」により通知するものとする。 

 

（関係書類の整備） 

第17条 補助事業者は、補助事業に係る経費の収支を明らかにした書類、帳簿等を常に整備し、

第15条の通知を受けた日から５年間保存しなければならない。 

 

 

 

 



 

附 則 

この要綱は、平成 18年４月１日から施行し、平成 18年度以降の予算により支出する補助金

について適用する。 

 

附 則 

この要綱は、平成 19年４月１日から施行し、平成 19年度以降の予算により支出する補助金

について適用する。 

 

附 則 

     この要綱は、平成 20 年４月 1 日から施行し、平成 20 年度以降の予算により支出する補助

金について適用する。 

 

附 則 

1 この要綱は、平成 24年７月 27日から施行し、平成 24年度以降に支出する補助金について 

適用する。 

2 平成 24年度中に行われる事業については、第６条の規定に関わらず、定める書類の提出期 

限を平成 25年３月 21日とする。 

 

附 則 

 この要綱は、平成 25年３月 15日から施行する。 

 

附 則 

１ この要綱は、平成 25 年９月 25 日から施行し、平成 25 年度以降の予算により支出する補助

金について適用する。 

２ 平成 25 年度の交付申請に限り、第６条第 1 項の規定に関わらず申請期限を平成 25 年 10



 

月９日までとする。 

３ 平成 25年度の補助金の交付対象は平成 25年 10月 10日以降実施する事業とする。 

 

附 則 

この要綱は、平成 26 年３月 18 日から施行し、平成 26 年度の予算により支出する補助金

について適用する。 

 

附 則 

この要綱は、平成 27年３月 13日から施行し、平成 27年度の予算により支出する補助金 

について適用する。 

 

附 則 

この要綱は、平成 28 年２月 29 日から施行し、平成 28 年度の予算により支出する補助金

について適用する。 

 

附 則 

この要綱は、平成 29年 2月 28日から施行し、平成 29年度の予算により支出する補助金

について適用する。 

 

附 則 

この要綱は、平成 30 年２月 28 日から施行し、平成 30 年度の予算により支出する補助金

について適用する。 

 

附 則 

 この要綱は、平成 30年４月１日から施行する。 



 

 

附 則 

この要綱は、平成 31 年２月 28 日から施行し、平成 31 年度の予算により支出する補助金

について適用する。 

 

附 則 

この要綱は、令和２年２月 28日から施行し、令和２年度の予算により支出する補助金 

について適用する。 

 

 附 則 

    この要綱は、令和３年２月 26日から施行し、令和３年度の予算により支出する補助金につい 

て適用する。 

 

 附 則 

    この要綱は、令和４年２月２８日から施行し、令和４年度の予算により支出する補助金につい 

て適用する。 

 

 附 則 

    この要綱は、令和５年２月２８日から施行し、令和５年度の予算により支出する補助金につい 

て適用する。 

 

 附 則 

    この要綱は、令和６年２月２9日から施行し、令和６年度の予算により支出する補助金につい 

て適用する。 

 



 

 附 則 

    この要綱は、令和６年３月 27日から施行し、令和６年度の予算により支出する補助金につい 

て適用する。 

 

 附 則 

    この要綱は、令和７年２月 28日から施行し、令和７年度の予算により支出する補助金につい 

て適用する。 

 



 

 

別表１（第４、５条関係） 

区

分 

医療相談 講演会 

補

助

事

業 

区民を対象とした、医師による三次予防の視点

で実施する医療相談事業で、本市の公衆衛生

の向上に寄与すると認める事業※１ （概ね 2時

間以上） 

 

区民を対象とした、医師による三次予防の視点で実

施する講演会事業で、大阪市健康推進計画「すこ

やか大阪２１（第２次後期）」の目標に沿った講演テ

ーマ※１   

講演テーマ（一例） 

（１）「がん」 

（２）「循環器疾患」 

（３）「糖尿病」 

（４）「COPD（慢性閉塞性肺疾患）」 

（５）「こころの健康」 

ただし、歯科関係、認知症関係、介護予防関係の

講演会は除く。 

 

補

助

対

象

経

費 

事業実施において、最小限に必要な次の経費 

・報償費 医師出務費（25,600円を上限とする）            

・賃 金 従事者賃金（9,813 円を上限とし、1 時間当たり

1,114円とする） 

・筆耕翻訳料（手話通訳） 

・使用料（例：会場・マイク・机・椅子・プロジェクタ

ーセット・案内板・看板） 

・消耗品費（例：事務用品・看板・パネル） 

・印刷製本費（例：周知ビラ・周知ポスター、資料） 

・通信運搬費（例：周知ビラ・ポスター郵送料） 

事業実施において、最小限に必要な次の経費 

・報償費 講師謝礼（１時間あたり 11,400 円※２を上限

とし、2時間まで）            

・賃 金 従事者賃金（9,813 円を上限とし、1 時間当たり

1,114円とする） 

・筆耕翻訳料（手話通訳） 

・使用料（例：会場・マイク・机・椅子・プロジェクターセ

ット・案内板・看板） 

・消耗品費（例：事務用品・看板・パネル） 

・印刷製本費（例：周知ビラ・周知ポスター、資料） 

・通信運搬費（例：周知ビラ・ポスター郵送料） 

補

助

金

額 

補助対象経費の２分の１以内（1 円未満は切り捨てとする。）、１区１申請者当たり 341,000 円を上限とし、か

つ本市の当該年度の予算の範囲内で別表２で定める当該区にかかる補助金交付上限額内とする。 

 

 

※１本市の実施する事業と重複していると認められる事業は除く。 

※２講義時間が 1時間に満たない場合の講師料は、講義 1時間当たりの単価をその講義時間を 60で除したも

ので乗じた額とする。また、座談会形式等の講師料は、講義 1時間あたりの単価の 8割以内の額とする。但し、

100円未満の端数が生じた場合は、100円未満は四捨五入する。 

 

 



 
別表２ 

当該区にかかる補助金交付上限額 

北 区 682,000円 

都 島 区 341,000円 

福 島 区 0円  

此 花 区 294,000円  

中 央 区 682,000円  

西 区 341,000円  

港 区 0円 

大 正 区 341,000 円 

天 王 寺 区 224,000 円 

浪 速 区 0円 

西 淀 川 区 0円 

淀 川 区 341,000円 

東 淀 川 区 341,000円 

東 成 区 0円 

生 野 区 341,000円 

旭 区 259,000円 

城 東 区 341,000円 

鶴 見 区 250,000円 

阿 倍 野 区 341,000円 

住 之 江 区 341,000円 

住 吉 区 0円 

東 住 吉 区 276,000円 

平 野 区 341,000円 

西 成 区 100,000円 

合 計 6,177,000円 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


